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（午前１０時 開会） 

○南野直司委員長 ただいまから、総合計

画及び総合戦略等調査特別委員会を開会

いたします。 

 まず、理事者から挨拶を受けます。 

 奥村副市長。 

○奥村副市長 おはようございます。 

 本日は、委員の皆様方には大変お忙しい

ところ、総合計画及び総合戦略等調査特別

委員会を開催いただき、ありがとうござい

ます。 

 前回、７月３日に開催されました特別委

員会の折には、令和２年度のスケジュール、

市民意識調査の実施概要、それと総括の進

め方について、ご審査いただきました。 

 本日は、市民意識調査結果及び第４次摂

津市総合計画基本計画、摂津市まち・ひと・

しごと創生総合戦略の総括の概要につい

て、また、総合計画基本計画から行政経営

戦略基本計画への移行イメージ及び各分

野計画との関係性の明確化・進捗管理の考

え方について、ご説明申し上げます。 

 どうか、忌憚のないご意見をいただきま

すようお願い申し上げ、冒頭の挨拶とさせ

ていただきます。 

○南野直司委員長 挨拶が終わりました。 

 本日の委員会記録署名委員は、森西委員

を指名いたします。 

 それでは、市民意識調査結果及び第４次

摂津市総合計画基本計画、摂津市まち・ひ

と・しごと創生総合戦略の総括について、

及び総合計画基本計画から行政経営戦略

基本計画への移行イメージ及び各分野計

画との関係性の明確化・進捗管理の考え方

についての説明を受けます。 

 大西政策推進課長。 

○大西政策推進課長 おはようございま

す。 

 それでは、私のほうから、本日お配りさ

せていただいております資料について、そ

れぞれご説明をさせていただきます。 

 初めに、市民意識調査結果及び第４次摂

津市総合計画基本計画、摂津市まち・ひと・

しごと創生総合戦略の総括について、ご説

明をいたします。 

 初めに、資料１に沿って、市民意識調査

の結果概要についてご説明をいたします

ので、まず、表紙をめくっていただき、目

次をご覧ください。 

 １ページから２ページは調査目的、実施

概要、回収状況となっております。 

 次に、３ページから４ページは調査結果

の一覧表となっております。 

 次に、５ページから２０ページは各年齢

層や居住する中学校区の地域別の属性傾

向となっております。 

 次に、２１ページから２４ページは施策

の満足度・期待度となっており、２５ペー

ジから２６ページは政策ごとのまとめと

なっております。 

 そして、最後に調査票の見本を添付して

おります。 

 それでは、調査結果の概要についてご説

明をいたしますので、２ページをご覧くだ

さい。 

 回収状況につきましては、発送６，００

０件に対し、回収３，１９９件で、回収率

は５３．３％となっております。 

 そのうち、ウェブによる回収は６０６件

で、回収率は１０．１％となっております。 

 次に、有効回収数の表をご覧ください。 

 今回からウェブ回答を試みており、ウェ

ブ回答での内訳を括弧書きで示しており

ます。 

 ウェブ回答の結果といたしましては、１

０代で約半数、２０代・３０代で約４割の
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方にウェブで回答をいただくことができ、

なお、６０代でも１割の方にウェブでの回

答をいただいております。 

 次に、有効回収率の表をご覧ください。 

 回収率を年齢別で見ますと、高齢なほど

回収率が高い傾向にあるものの、１０代で

も約４割の方に回答をしていただくこと

ができました。 

 また、最も回収率が低かったのは、約３

割の回答率であった２０代の層となって

おります。 

 なお、地域ごとの回収率を見ますと、第

二・第四中学校区でやや回収率が低くなっ

ているものの、地域別で極端な差は出てい

ない結果となっております。 

 次に、３ページから４ページの調査結果

一覧表をご覧ください。 

 政策ごとで５年前の意識調査と比較い

たしますと、満足度につきましては、まち

づくりの目標１、市民が元気に活動するま

ち、及び目標６、活力のある産業のまちの

全政策で上がっており、一方でまちづくり

の目標２、みんなが安全で快適に暮らせる

まち、及び目標７、計画を実現する行政経

営の全政策で下がっている傾向となって

おります。 

 次に、期待度につきましては、まちづく

りの目標７が上がっており、一方で、まち

づくりの目標１及びまちづくりの目標２

の全政策で下がっている傾向となってお

ります。 

 続きまして、今回の意識調査で満足度の

高かった主な施策といたしましては、施策

番号２－２－６、消防・救急救助体制が充

実したまちにします、３－１－２、循環型

社会をつくるまちにします、４－３－９、

市民の健康を守るまちにします、となって

おり、一方、満足度が低かった主な施策と

いたしましては、施策番号２－１－４、道

路が安全で移動しやすいまちにします、２

－１－２、駅前周辺がにぎやかなまちにし

ます、２－２－１、住宅環境を整備し安心

して居住できるまちにします、となってお

ります。 

 次に、期待度が高かった主な施策といた

しましては、施策番号４－３－１０、安心

して医療が受けられるまちにします、４－

３－９、市民の健康を守るまちにします、

２－２－４、犯罪の少ないまちにします、

となっております。 

 一方、期待度が低かった主な施策は、施

策番号１－１－１、みんなが協働するまち

にします、５－３－１、市民による文化・

交流活動が活発なまちにします、４－３－

８、自立に向けて生活困窮世帯を支援する

まちにします、となっております。 

 ５ページから２０ページにつきまして

は、属性別の傾向となっております。５ペ

ージ及び６ページをご覧ください。 

 この表は年齢別の満足度の結果となっ

ており、満足度が高い５項目を黒背景に白

字で、満足度の低い５項目を灰色の背景に

黒字で記載をしております。 

 一例を挙げますと、施策番号２－２－６、

消防・救急救助体制が充実したまちにしま

す、は全年齢層で満足度が高い傾向となっ

ており、一方で、２－１－４、道路が安全

で移動しやすいまちにします、は全年齢層

で満足度が低い傾向となっております。 

 このように、属性ごとの満足度と期待度

の傾向を家族構成別、在住年数別、居住地

域別で２０ページまで掲載をしておりま

す。 

 続きまして、２１ページから２４ページ

は、各施策の回答者の満足度・期待度を高

い割合、低い割合で示しております。 
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 今回の意識調査では、５段階で回答をし

ていただいておりますので、５点もしくは

４点と解答していただいた方を高い割合

と、１点もしくは２点と解答していただい

た方を低い割合と表記しており、平均値だ

けではなく、回答の中心値である３点から

の振れ幅を確認できる表となっておりま

す。 

 ２５ページ以降につきましては、今まで

ご説明をさせていただきました傾向のま

とめと実際の調査表を添付しております。 

 市民意識調査の調査結果概要につきま

しては、以上でございます。 

 次に、総合計画総合戦略の総括概要につ

いてご説明をいたしますので、資料２の表

紙をめくっていただき、目次をご覧くださ

い。 

 １ページは、初めにと題し、総括の目的

となっており、２ページから５ページは総

括評価シートの見方となっております。 

 ６ページから２１９ページまでは総合

計画に掲げる全５０施策個々の総括評価

シートとなっております。 

 そして、最後に、２２０ページはまとめ

となっている形になっております。 

 次に、総括の概要についてご説明をいた

しますので、１ページをご覧ください。 

 総括につきましては、行政経営戦略を策

定するに当たり、総合計画及び総合戦略の

計画期間である、平成２８年度から令和２

年度までの５年間の取組実績や指標の状

況、市民意識調査結果、社会情勢の変化を

踏まえて、各施策の課題や方向性を整理す

ることを目的としております。 

 次に、最後のページになりますけれども、

２２０ページのまとめをご覧ください。 

 ６ページから２１９ページまでは各施

策の事業担当課が作成した総括評価シー

トとなっており、２２０ページがそれらの

まとめとなっております。 

 総合計画及び総合戦略の進捗をはかる

ため、１８７項目の指標につきましては表

１のようになっております。 

 ４７項目で目標を達成し、５５項目で目

標は達成できなかったものの進捗してい

る状況となっており、残りの８３項目につ

きましては、進捗することができなかった

結果となっております。 

 また、表２の市民意識調査の結果では、

前回調査と比較し、３２施策で市民の満足

度が上昇いたしましたが、今後もさらなる

分野間の連携や施策事業の最適化を図っ

た取り組みを進めていくことが必要であ

ると考えております。 

 また、期待度につきましても、数値だけ

を比較しますと、３１施策で下降となって

おりますが、数値の平均値を見ますと、各

施策に対する期待度は高くなっており、市

民ニーズが多様化していると考えており

ます。 

 今後の行政経営戦略の策定におきまし

ては、人口減少や社会情勢の変化も含め、

今回の総括で整理した各分野の課題や方

向性を踏まえ、検討していきたいと考えて

おります。 

 続きまして、総合計画の基本計画から行

政経営戦略の基本計画への移行イメージ

及び各分野計画との関係性の明確化・進捗

管理の考え方について、ご説明をいたしま

す。 

 お配りしております、Ａ３の資料３－１

をご覧ください。 

 行政経営戦略の内容や考え方につきま

しては、基本的に現行の総合計画の基本計

画を踏襲していきたいと考えております

が、見せ方は、よりシンプルにするととも
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に、ビジュアル面を改善していきたいと考

えております。 

 これから策定してまいります戦略では、

市民の方に市政に興味を持っていただけ

るよう、ビジュアル面での訴求を組み入れ、

市が進めていく取り組みのイメージを持

ちやすいようにしていきたいと考えてお

ります。 

 今回は、健康分野を少し例に挙げてご説

明をいたします。 

 まず、お手元の資料、Ａ３の資料になり

ますけれども、そちらのほうで①という数

字で記載している部分につきましては、健

康という分野名、施策名として健康づくり

として記載を考えております。 

 ②の部分でございますけれども、こちら

の部分には、文章で記載している施策の基

本方法を考えております。 

 ③の部分には、施策の現状と課題の記載

を考えております。 

 ④の部分には、施策を具体的に展開して

いく分野計画名を、そして⑤の部分には、

分野計画で進めていく施策の展開を示し、

この部分を各分野計画と一致連動するこ

とで行政経営戦略と分野計画の関係性を

明確にしていきたいと考えております。 

 最後に、⑥の部分につきましては、施策

指標として目標値の記載を考えていると

ころでございます。 

 次のページをご覧ください。 

 この資料につきましては、現行の総合計

画基本計画の健康に関する施策のページ

となっております。 

 四角で囲っております数字は、先ほどの

ページの数字とリンクしております。 

 現計画の⑤の部分を次期計画ではより

明確に分野計画と一致連動させていきた

いと考えております。 

 これから策定してまいります行政経営

戦略につきましては、内容や考え方は、現

在の総合計画を踏襲し、見せ方と分野計画

との連動性を工夫していきたいと考えて

おります。 

 続きまして、資料３－２をご覧ください。 

 先ほどの資料３－１でご説明をさせて

いただいた、行政経営戦略と分野計画に掲

げます施策を一致連動させていくイメー

ジについて、保健福祉課で策定しておりま

す健康せっつ２１を例に挙げて少しご説

明をさせていただきます。 

 資料の左側は健康せっつ２１で記載さ

れております施策体系となっており、四角

で囲っている大施策が二つあり、その下に

括弧で囲っております中施策がひもづい

ている形となっております。 

 そして、資料右側は、先ほどの資料３－

１の⑤の部分となっており、行政経営戦略

と各分野計画の施策体系を連動させ、文言

も一致させていくことで関係性を明確化

していきたいと考えております。 

 次のページをご覧ください。 

 今後の進捗管理の考え方につきまして

は、行政経営戦略と各分野計画の施策を連

動させてまいりますので、今後は、現在の

総合計画の実施計画を廃止し、各分野計画

の進捗管理を七つのまちづくりの目標ご

とに分類したものを実施計画にしていき

たいと考えております。 

 現在、各分野計画の進捗管理は各課で任

意の様式を用いて行っており、今後、行政

経営戦略の進捗管理となるように、誰もが

見やすい様式に統一してまいりたいと考

えております。 

 資料の説明は以上でございます。 

○南野直司委員長 説明が終わりました。 

 それでは、質疑に入りたいと思います。 
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 三好委員。 

○三好俊範委員 おはようございます。 

 それでは、質疑させていただきます。 

 まずはですね、これだけの資料を本当に

まとめていただいた職員の皆さん、理事者

の皆さんに本当に感謝したいなと思いま

す。 

 アンケートにつきましてもですね、私、

申し上げさせていただいた、ＱＲコードを

駆使しての取り方、そして、平均点、３と

いうのを除いた、明確化で満足度が分かる

ようにというのも反映していただいて、結

果、アンケートの回収率も同時期に行われ

ましたほかのアンケートよりもかなり高

い回収率で、皆さんの本当にひとえに努力

をしていただいた結果かなと思っており

ます。ありがとうございます。 

 それで、質問の中に入っていきたいと思

うんですけども、中身の詳細については各

課で、所管のところでという形になると思

いますので、これの資料を使った具体的な

考え方であるとか、方向性であるとかをち

ょっとお聞きしていきたいなと思ってお

ります。 

 まず、これだけのいろんな材料をそろえ

ていただいたので、これで恐らく材料とし

ては総合計画、名前変わりますけど、これ

についての材料はそろったんだろうなと、

次はこれをどう生かしていくかという話

になってくると思うんですけども。 

 例えばですね、資料１の、アンケートの

内容についてから入っていきたいと思う

んですけども、資料１の２２ページですか、

の満足度・期待度で割合を示していただい

た分を一気に飛んで、端的に質問させてい

ただきたいと思うんですけど、２２ページ

の２－２－６ですかね、消防・救急救助体

制が充実したまちにします、に関してなん

ですけど、平均値に関しては、プラスの伸

びが０．０９％しかない満足度になってお

ります。 

 しかしながらですね、満足度が高い割合

っていうのはプラス６％、４点・５点を出

した方が６％ふえているという認識だと

思うんです。 

 そして、逆に低い、１点・２点を出した

方が０．９％しかいないという結果が出て

おります。 

 ここで読み解いていくとですね、資料２

のほうなんですけど、２－２－６の施策の

ところ、６５ページですね、読んでいくと、

達成率自体は芳しくは正直ないのではな

いかと思われるんですが、一方で満足度自

体は上がっていると。これをどう読み解い

ていかれるのか。 

 私がこの数字を見る限りですね、方向性

というか、達成自体は全然できていないん

ですけども、ほかの数字として表れない部

分であるとか、そういうところで恐らく市

民の満足度を上げていくことができたん

だろうと思っています。消防に関してはい

ろんな数値化できないこともいろいろあ

りますので。 

 そういったところを今後数値化してい

く、あくまで目標として今後も達成しない

といけないんだというふうにやるのか、も

しくは、いや、ある程度これで満足度が少

しはっきり分かりましたよと。では、ちょ

っと方向性を変えて、数字の目標とかも、

出火件数ゼロとかは現実問題なかなか難

しい、それは前回の本委員会でも言わせて

もらいましたけど、そこは方向性を現実的

な数値に変えていくとは聞いております

けども、そういったところも含めまして、

多分、目標をちょっと変えてもいいのでは

ないかなと思うんですけど、そのあたり、
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どういうふうに考えてらっしゃるのかと

いうのを一つお聞きしたいです。 

 続きまして、２－２－４ですね、こちら、

資料１のほうです。犯罪の少ないまちにし

ます、というところです。 

 こちらに関しては期待度が７１．３％と

かなりの期待をされております。期待度が

高い割合ですね、が７１．３％と。 

 満足度に関しては、まずは平均値に関し

ては０．０４％しか下がっていない一方、

満足度が低い割合というのが６％もふえ

ているというような形、満足度が高い割合

も３％ふえているんですけども、低い割合

が６％ふえているという形になっていま

す。 

 この２－２－４の達成率のほうを見て

いくとですね、資料２のほうの５５ページ

ですけど、犯罪件数っていう大きな指数で

すよね、安全の大きな指数、基準になると

ころに関しては、目標件数をかなり超えた

達成率を示しているんですね。しかし、一

方で満足度というのは少し下がってしま

っている。 

 恐らくこれを年齢別とかで見ていくと、

この２－２－４の年齢別で見ていくと、期

待度が高い人というのは、２０歳未満と、

４０代・５０代と、若い方と子育て世代の

方が高い関心を示しているのかなと思わ

れます。 

 となってくるとですね、例えば、犯罪率

自体は減っているんですけども、防犯灯の

設置であるとかは低い達成率しか示して

いない。そして、例えば働く子育て世代で

あるとかに関しては、犯罪件数が、その安

全を示す指数ではなくて、これは予想でし

かないですけど、例えば防犯カメラの設置

であったりとか、見守りシステムであった

りとかですね、私も前回、一般質問とかで

こんな見守りシステムを他市でやってい

ますよとかいろいろ言わせてもらいまし

たけど、恐らく担当課以外での必要な力と

いうか、施策がこの数値に出てきているの

ではないかなと想像したんですけど。 

 そうなってくると、縦のつながりではな

くて、総合的に満足度を上げていくために

は横のつながりが必要になってくるとい

うふうに私は理解したんですけども、その

あたりの仕組みづくりというかをどのよ

うに考えていかれるかというのを一点お

聞かせください。この材料を使ってですね。 

 続きまして、資料３－１です。 

 これも本当に見やすくつくっていただ

くだろうと、これから先つくられるという

ことなので、膨大な、また作業が待ってい

るんだろうなと思うんですけども、その中、

本当にやっていただけるということで、こ

れだけの作業を自らやっていただけると

いうことで、本当にありがとうございます。 

 見やすくて、誰もが見ても分かりやすい

資料だなと思うんですけども、例えばこの

５番のほうなんですけど、資料の３－１の

ほうですね、がん検診の促進であるとか、

特定検診とか、特定保健指導の推進である

とか、こういったものは恐らく数値化でき

るものだと思うんですけども、ここには示

されてはいないです。それをどのような形

で進捗管理していくのか、そのあたり、１

回目を聞かせていただきたいなと思いま

す。 

 １回目、以上です。 

○南野直司委員長 大西課長。 

○大西政策推進課長 それでは、多岐にわ

たるご質問をいただいておりますので、そ

れぞれご回答をさせていただきます。 

 まず、全体の指標の今後どういうふうに

考えていくのかについて、少し現状の部分
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の例を出しながら、お話をさせていただき

ます。 

 先ほどの資料の説明の中で、今回の総合

計画の指標の部分で、おおむね５割は何か

しら進んでいると、５割は進んでいないと

いう形になっています。 

 進んでいるところと進んでいない指標

を例に挙げながらご説明をさせていただ

きます。 

 まずですね、進んでいる指標なんですけ

れども、例えば、まちづくりの目標２のと

ころで設定をさせていただいております、

阪急正雀駅前の基盤整備という項目ござ

います。こちらの目標指標、数字ではなく

て、推進という形で、今、はかっている状

況になっております。 

 正直、推進という言葉ですので、何をも

って推進したかというのが正直なかなか

はかりにくいというのが現実的にござい

ます。 

 現状の指標としては、推進はしておりま

すので１００という形になりますので、表

記はしておりますけれども、今後につきま

しては、こういう部分も数字にやっぱり置

き換えて考えていくべきと、まず一点思っ

ております。 

 また、まちづくりの目標４で、人権なん

でも相談の件数を、指標としております。 

 こちらにつきましては、目標の件数が８

０件と設定させていただいています。今回、

平成２７年度末の数字で申し上げますと、

３６件となっておりまして、令和元年度で

いいますと１２１件と。だから、数字だけ

見ますと、目標達成しているという形にな

るんですけども、これは人権だけではなく

てですね、相談業務というのは、相談に来

てもらうことが目的ではなくてですね、や

っぱりこの相談に来ていただいた方にき

っちりアセスメントをし、その問題につい

て解決、改善していくというのが、本来、

最終的な目的になってまいりますので、こ

この部分で申し上げますと、これは活動し

ている指標になっております。 

 そこを結果どうだったかという成果的

な指標に変えていきたいと思っていると

ころでございます。 

 現在の指標達成している部分について

今回総括して、我々が見ている課題という

ふうに認識しています。 

 一方で、進捗はしていない指標について、

こちらも例を挙げてご説明をさせていた

だきます。 

 まず、一つ目でございますけれども、こ

れもまちづくりの目標２の中で示させて

いただいているんですけれども、出火件数

という指標を掲げさせていただいてます。 

 出火件数目標ゼロにさせていただいて

いるんですね。実際のところは、起算とし

ている平成２７年度末が１５件で、実際は、

令和元年度は３５件となっていると、ふえ

ているんですね。 

 そもそも、その目標値のゼロというのは、

目指していく方向性はゼロを目指してい

かなければ駄目なんですけれども、これを

時点で切ったときに、今後５年間でゼロに

しますっていうのは現実的にはあり得る

話なのか、設定する考え方がそもそもちょ

っとおかしいのではないかなと認識して

いるというところですので、改善していき

たいと思っています。 

 もう一つ申し上げますと、これはまちづ

くりの目標３に掲載をさせていただいて

いるんですけども、環境家計簿の参加件数

をお示しさせていただいているんですけ

れども、こちらも先ほどの相談業務と類似

はしていくんですけれども、環境家計簿に
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参加していただいた方は、環境のことにつ

いての行動変容を起こすというのが目的

になっていますので、参加していただいた

方がいかに行動変容を行ったかをはかる

べきものであると考えておりますので、活

動指標ではなくて、成果指標、結果どうだ

ったかという形で物事は考えていきたい

と思っているところです。 

 ただ、全てを成果ではかるというのはな

かなか難しい部分もありますので、そこは

極力整合性を図りながら、指標は設定して

いきたいと考えているところでございま

す。 

 もう１点目のご質問でございますけれ

ども、指標と市民意識調査の満足度が一致

していないというご指摘をいただいてお

ります。これは、今、委員のほうからご指

摘いただいた項目以外でも発生している

事象となっているところです。 

 例えばさっきの防犯とか犯罪のところ

の例を挙げますと、総合計画の総括のほう

の指標的にはいっているんですね。ただ、

意識調査で詳細に例年しておらずギャッ

プが生じていると。 

 今回、意識調査の部分を少し掘り下げて

お話をさせていただきますと、意識調査の

調査項目のところで、犯罪という項目なん

ですけれども、やった取り組みとして防犯

カメラの設置をしましたという取り組み

を例示させていただいています。なかなか

そこと実際の防犯のところがリンクして

いるのかどうかっていうのは、今回難しい

と思っています。 

 今回、総合計画の意識調査となっており

ますので、やっぱりどうしても聞き方が大

きい聞き方になっていますので、そことい

うのはなかなか見えづらいなと思ってお

ります。 

 今後については、各分野計画をそれぞれ

策定するときに今回の意識調査を少し深

掘りするという形になるのがしかるべき

かなと考えているところです。 

 ３点目の、分野間の連携というのはこれ

からますます重要になってくるのではな

いかというご質問だったと思います。 

 こちらにつきましては、どういうふうな

仕掛けをしていくかと申し上げますと、本

日お示しをさせていただいています、カラ

ー刷りのＡ３の資料３になるんですけれ

ども、まず分野名１番のところに記載をし

ております、ここで申しますと、健康づく

りになっています。 

 健康づくりとひとえに申し上げまして

も、保健福祉課が健康せっつ２１を策定し

ておりますけれども、健康せっつ２１の中

には、それぞれ、事業というのがございま

す。 

 この事業の中には、もちろん、高齢介護

課も含まれておりますし、障害福祉課とか、

保健福祉部だけとっても多岐にわたる課

がまたがっておりますので、今後について

は、この分野という考え方に非常に重きを

置いて考えていきたいと思っていますの

で、そこの仕掛けづくりとして、まず行政

経営戦略でそういう考えにしていきたい

と思っているところでございます。 

 最後でございます。 

 行政経営戦略についての、例えばがん検

診の進捗のお話でございます。 

 これにつきましてはですね、まず、本日

お示しをさせていただいております、資料

３の⑥のところに、今のサンプルで指標を

六つか七つぐらい入れさせていただいて

おります。 

 この中には健康寿命であったり、平均寿

命であったり、高血圧の割合とレベル感が
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なかなか統一されていないというものが

ございます。 

 やはりこのリードを見ていただきます

と、健康づくりというふうにさせていただ

いておりますので、こちらの分の健康づく

りで見る指標に関しては、平均寿命であっ

たり、健康寿命、この二つぐらいを考えて

いるところです。 

 それらを達成していくためには、それぞ

れの事業の集合体であり、がん検診はその

一部だと考えております。 

 今後、この行政経営戦略の進捗管理は事

業単位で考えていきたいと思っておりま

すので、例えばがん検診推進事業であれば

がん検診の受診率をはかっていくという

考え方になると思っております。 

 以上でございます。 

○南野直司委員長 三好委員。 

○三好俊範委員 それでは、２回目の質問

をさせていただきます。 

 １回目の答弁で大体は理解させていた

だきました。本当にいろいろ考えていただ

いて、データを基にされていろいろ方向性

を考えていただいているんだなと、恐らく

何時間も何時間も考えていただいたんだ

なとは想像つきます。ありがとうございま

す。 

 副市長へお伺いしていきたいんですけ

ど、事務方のトップであります副市長が、

この総合計画に関して、このアンケート調

査の結果についてですね、どう思っておら

れるのか、お聞きしたいと思います。 

 先ほど説明のあった中でですね、市の目

指している目標と市民の満足度が乖離し

ている、いい意味でも悪い意味でも乖離し

ている項目が多少なりともあったとなっ

てきているのがアンケートの結果で出て

きているんですけども、それをどういうふ

うに進行していくのか。 

 例えば、先ほども軽く申し上げましたけ

ど、市としてこれは推し進めるんだ、やっ

ていかないといけないんだと思ってても、

一方で、市民からは、いや、もうこれで満

足してますよと、ある程度、一定の基準が

出てしまっているものもあるわけですよ

ね。 

 一方で、市として達成さきているという

ところでも、市民としては、いや、それは

もうちょっとやっていただきたいという

ような結果が出てきているところもある

んです。 

 そこをですね、このアンケートを基に抜

本的にいろいろ動かれていくおつもりな

のか、もしくは、１回のアンケートですか

ら、全てを確かに聞くというのもできない

というのも理解できるんですけど、そのあ

たりどのようなお考えをされているのか。 

 とりあえず１回目、そのあたりをお聞き

したいなと思います。お願いします。 

○南野直司委員長 副市長。 

○奥村副市長 それでは、ご質問にお答え

したいと思います。 

 今回アンケートをさせていただきまし

た。比較的回収率がよかったかなと思って

います。 

 このアンケートをする場合に、それぞれ

個々人の市民の方々の考え方、これは深掘

りをしてご意見をお伺いするというより

も、ペーパーでのやり取りですので、そう

いう意味では、全て市民の方の意向が反映

されているかどうか、これはちょっと疑問

もあるところでございます。 

 ただ、我々はやはりそういう市民のアン

ケートを中心にしながら、やはり機会ある

ごとにそれぞれの各課でもアンケートを

やる場合がございますので、それらを集計
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しながら、全体的な市民の考え方の流れ、

こういうふうなことをしっかり把握しな

ければならないと思っています。 

 それから、先ほど、課長のほうからの答

弁がありましたように、経営戦略、これは

従前と違いまして、それぞれ限られた財源

の中でいかに集中と選択をしていくか、こ

れがやはり大きな命題と思っております。 

 そういう意味では、市民の要は要望に応

えるような施策、これはやはり基本ベース

としては、我々はそれを基本ベースとしな

がら施策展開、これはやはり求められるだ

ろうと思っております。 

○南野直司委員長 三好委員。 

○三好俊範委員 ありがとうございます。 

 今、副市長から、限られた財源の中でど

のようにされていくかというふうにご答

弁いただきました。おっしゃるとおりだと

思います。 

 もう一点、深くお伺いしたいんですけど、

その限られた財源を割り振るのは、理事者

の副市長であったり、市長であったり、財

政担当部署であったり、事務方のトップで

あったら副市長ですから、権限としてはか

なり割合として大きなものを持ってはる

と思います。 

 その中でですね、例えば駅前であるとか、

かなり満足度が低い駅前周辺のものであ

るとか、道路であるとか、満足度が低いも

のが結構あります。そういうところにてこ

入れというのは、これは多分恐らく誰が見

ても、これだけの割合が出てしまっている

のであれば、かなりの満足度が低いという

のが結果として分かると思うんですけど、

そこに対しててこ入れをされていくのか、

はっきり申し上げると、その財源の割合を

どのように分配していく、変えていく必要

性をどのように考えていらっしゃるのか、

教えていただきたいなと思います。 

○南野直司委員長 副市長。 

○奥村副市長 我々の行政につきまして

は、ハード、ソフト、いろんな分野にわた

りまして、それぞれ市民の要望に応えてい

かなければならない。これは、要は基本的

な命題でございます。 

 ただ、近年、特にコロナ禍の中で非常に

景気が低迷しております。個人消費の大幅

減とか、あるいは企業の設備投資の手控え

もございます。それから、海外経済の鈍化

によって、自動車産業とか、あるいは電器

産業の輸出、これも減しております。それ

から訪日の外国人の消費急減などの影響

で、リーマンショック以上の、要は戦後最

大の下落幅というふうにも言われており

ます。 

 この中で、果たして本市の財政はどうな

っていくのだろうか。これは本市のみなら

ず、地方財政全体の話でございます。そう

いう部分では、今後、国のほうが地方財政

対策どういうふうに展開してくれるのだ

ろうかということを、我々は期待もし、そ

れから注目もしております。 

 現在は何も出ておりませんけれども、民

間の企業であれば、日々のいわゆる営業成

績とか、あるいは会社の成績とかそういう

部分で、そういう景況感というのが肌身に

感じておられるんですが、我々はそこまで

はちょっと肌身には感じる機会がござい

ません。 

 これが年明けになりますと、令和２年度

のいわゆる市税決算額見込額、それから、

令和３年度の要は市税の見込額、これらの

数値が具体化してまいります。 

 そのときには、国のほうのいわゆる地方

財政対策、これをしっかり見ながら、それ

ぞれ本市についてどういうことができる



- 12 - 

 

のかということを我々はしっかり考えな

ければならないと思ってます。 

 それで、税源の配分なんですけれども、

要はＡ・Ｂ・Ｃもあれば、Ａに全額を投入

する、これはやはり期待されている市民の

中にＢもＣも当然ございます、そういう分

では比率は当然変えていかなければなり

ませんけれども、やはりいろんな市民の

方々の要望に応えるためには、それぞれ満

遍なく気を配るというんですか、そういう

財源の配分は当然考えなければならない

と思っております。 

○南野直司委員長 三好委員。 

○三好俊範委員 最後、割合のところだけ、

もう一回教えてほしいです。 

 Ａ・Ｂ・Ｃで答えられましたけど、１０

０・ゼロ・ゼロにしろと言っているわけで

はなくて、１％でも配分をかえるだけでも

かなりの財源になるのは理解しています。

０．１％とかでもですね、１００万円単位

のお金です。 

 そういったところの細かい割合ですけ

ども、市民ニーズによって、具体的にお金

もかけて調査されたんですから、これを有

効活用していかないといけないと考える

んですけど、その有効活用するためには、

やはり市役所の職員の努力、もちろん必要

です。それが一番だと思いますけど、努力

はしていただくのは当然で、ただ、一方で

努力だけではできない項目も当然出てき

ます。 

 そういうところをですね、やはり財源と

いう形で、市民ニーズがあるということで、

財源という形でフォローしてあげれるの

は恐らく副市長であったり、そういう立場

の方だと思うんですけど、そのあたりの、

具体的にこれを見てですね、今後改善して

いくつもりがあるのか、はっきり教えてい

ただければなと思うんですけど、をお願い

します。 

○南野直司委員長 副市長。 

○奥村副市長 もちろん、先ほど申しまし

たように、我々は市民の要望にどう応えて

いくか、これは基本的な命題としては当然

認識しております。ただ、財源もやはり有

限でございます。決して無限ではございま

せん。 

 過去それぞれ財政調整基金等を要は大

事に使ってまいりました。このコロナ禍に

おきましては、こういう突発的なこういう

事象については、やはりそういう地方財政

調整基金を使いながら対応してきたとこ

ろでございます。それとても、やはり際限

なくそれは使えるかといったら、決してそ

ういうことではございません。 

 もちろん、国のほうの臨時交付金等もや

はり活用しながらということで、我々が事

業展開するためには国全体としての地方

財政対策、これをしっかりしていただきた

いと思っています。 

 先ほど、税の要は縮減をお話しさせてい

ただきました。これは制度的には、その税

をもちろん地方交付税で賄うということ

になるんですけれども、果たして国のほう

は本当に賄ってくれるんだろうかと。 

 国のほうは、要はＧＤＰの約２倍の借金

がございますので、国のほうのＧＤＰでい

いますと、五百数十兆円、これが国債の残

高で言えば一千兆円の倍ぐらいになって

います。これは先進国の中では断トツに、

非常に大きな借金を抱えている。 

 そういう意味では、なかなか国のほうは

期待できませんけれども、事あるごとにや

はり国に対して地方交付税のいわゆる交

付率の増、やはりこれを求めていきながら

財源確保に努めて、それから各市民の方の
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要望に応えていきたいということでござ

います。 

 それぞれなかなか配分については、その

時々の予算要求、原課のほうでシビアに精

査をしていただき、また、それぞれ予算査

定をしながら、限られた財源を有効に使っ

ていきたいと思っています。 

○南野直司委員長 三好委員。 

○三好俊範委員 副市長、僕が申し上げて

いるのは最後のところですよね。 

 お金がないのは分かっているんですよ。

財政調整基金、新型コロナウイルス感染症

対策で使ったとおっしゃっていますけど

も、去年も別にコロナ禍でないときも使っ

ていますし、そこを今年に限ってみたいな

言い方をされるのはちょっとおかしいか

なと思うんですけど、それは置いといて。 

 私が言っているのは、お金がないという

のは分かります、別にそれを今すぐお金を

とってこいと言っているわけではなくて、

そういうわけではなくて、例えば１００万

円あるのであれば、今までこの分野には２

０万円使ってましたよ、ただ、満足度調査

で考えると恐らくそこまで、満足度がかな

り高いので、恐らくこれから伸ばしていく

のではなくて、現状維持をとりあえずこれ

は目指していく項目になるだろうと、例え

ばですよ。その場合でしたら、今年は２０

万円ではなくて、例えば１５万円で済むの

ではないか、その浮いた５万円を逆に次の

満足度が低いところに振り替えようでは

ないか、そういったことを考えてらっしゃ

る、やるつもりがあるのかというのをお聞

きしているわけであって、限られた財源、

全体的な全体像を市長は考えてらっしゃ

る、それはもちろん分かるんですけども、

その中での割り振りをこのアンケートを

基に変えるつもりがあるのかないのかと

いうのをお聞きしているんです。そこをお

願いします。 

○南野直司委員長 副市長。 

○奥村副市長 ご指摘のように、それぞれ

満足度の低いところについては、やはり財

源をシフトしていく、これの考え方には賛

同しております。 

 ただ、一つは、今まで市が進めてきた大

きな施策、例えばＪＲ千里丘駅の西口の再

開発、それから阪急京都線の連続立体交差、

これからまた鳥飼まちづくりグランドデ

ザイン等々ございます。 

 大きなプロジェクトを控えている中で、

それらをやはり完遂をしていくために、い

かに財源をどういうふうにシフトしてい

くかということも当然視野に入っており

ます。 

 ただ、一つ言えるのは、摂津市民の方々

のいわゆる生命、財産、安全・安心、これ

はやはり基本ベースにありながら、そこに

もやはり手を引くわけにはいきませんの

で、それらもやりながら、他の分野につい

ては削減するというところも当然出てま

いります。 

○南野直司委員長 三好委員。 

○三好俊範委員 私がお聞きしているの

は、細かいメスを入れていくのかという部

分です。 

 大きい枠組み、それは大きいことを主要

事業として進めないけないとこはいけな

い。それに対してお金がかかるというのは

もちろん理解しますし、ただ、今回のこと

で細かい数値がいろいろ出てきています

ので、いろいろやっていただいて。かなり

細かい数値が出てきています。かなり細か

いお金の配分というのは考えられるので

はないかなと思うんですけど、そういう細

かいところまで分配を考えていってほし
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いんです。 

 やはり市民ニーズとして調査をとられ

たわけですから、ここを改善していけばお

のずと市民の満足度というのが上がって

いくはずだろうと予測できるんです。 

 そこに対してやはり必要なのは、人事の

動きもありますし、人の配置もありますし、

人の動き方もあります。そこがかなりの割

合を占めるのは理解できますけど、一方で

お金というのも大事だと私は思っていま

すので、もう質問はしないですけど、副市

長、そこは改めて考えていただいて、これ

だけのアンケート調査でいろいろ見えて

きたわけですから、そこを有効活用してい

ただいてですね、これからまた大きな何年

も先の計画をつくるわけですから、そこに

対しての割り振りというのはしっかり考

えていただくよう要望しておきます。お願

いします。 

○南野直司委員長 ほか、ないでしょうか。 

 安藤委員。 

○安藤薫委員 それでは、次の摂津市の指

標を決めていく計画をつくる段階でいろ

んな作業をやっていただいているという

ことでありますので、いろいろな個別の計

画を一つにまとめていく作業ですね、それ

から、評価をどうするのか、進行管理をど

うするのか、それがやっぱり主権者である

市民の方々にしっかり分かるようにして

いくというのは非常に大事なことだと思

います。 

 今回のアンケート調査、それから摂津市

版の総合戦略の総括というのが出されて

きたわけですが、特に、やっぱり考えなけ

ればいけないのは、市政の在り方そのもの

だと思っているんですけれども。 

 とりわけ、この総合戦略は令和元年度ま

でですかね、令和２年度までだったかな、

延長となっております、アンケートの時期

が今年の７月から８月にかけて、今、未曽

有のかつてない経験をしている、我々議員

ももちろん、議員、市民、それから職員の

皆さん、行政の皆さんも同じように経験し

たことのないようなコロナ禍の下での行

政運営をやっていただいていると思うん

ですけれども、このコロナ禍のように、新

型コロナウイルス等が感染拡大をしてい

っていると、今後そういったことも十分考

えていかなければならない中で、従来の効

率最優先の行政運営で本当に市民の命や

健康を、また安全を守っていくことができ

るのかという点で考えると、改めて、せっ

かくこの行政経営方針等をつくっていこ

うとしているときですから、こういったコ

ロナ禍の中で考えなければならないこと、

見直していかなければいけないこととい

うのはたくさんあると思っています。 

 もちろん、今の議論で財政の問題という

のを無視するわけにはいきませんけれど

も、市民の意向を確認した上でですね、や

はり市としての責任は一番どこにあるの

か、アフターコロナでですね、市民には新

しい生活様式が求められているのと同時

に、行政や政治にも新しい行政の在り方、

政治の在り方、方向性の変容が求められて

いると思うんです。 

 そういう点で、今回の意識調査でどんな

ことがくみ取られているのかですね、調査

の内容をつくられた方にお聞きしておき

たい。 

 最初、この意識調査のときにですね、自

由記述というのがないのかというような

ご質問もさせていただきました。それから、

新型コロナウイルス感染拡大のさなかで

すから、コロナ禍に関わっての市民の意向

をきちんと聞く必要があるのではないか
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というふうにご質問をさせていただきま

したけども、これは個別政策の中で、また、

少し項目の中でですね、その中に表れるの

ではないかというようなお話がされてい

たのではないかなと思うんですけど、この

意識調査の結果からくみ取られる部分が

あるのかどうなのか、その点を聞かせてい

ただきたいと思います。 

 それから、総合戦略のほうの総括につい

てです。 

 総合計画の基本計画、それからそれぞれ

の施策、総合戦略の内容等ですね、一体的

に分かりやすくまとめていただいてです

ね、総括していただいている部分、見やす

くてありがたいなと思っているんですけ

ども、個々の設定に対して、目標設定に対

してゼロ％のものもあれば、１００％もい

ろいろあるかと思うんです。 

 それを市民の意識調査とリンクした形

で当然やっておられるかと思うんですが、

アンケートでは、例えばですね、安心して

医療が受けられるまちにします、という部

分での意識調査で出ている三つの項目と、

総合戦略の中で書かれている内容、ＫＰＩ、

設定目標は財政の問題なんですね、そこは

なかなかリンクしないんですよ。 

 市民の思いが、期待値が非常に高い、安

心して医療を受けられるというものであ

るけども、ＫＰＩのこれまでの設定目標は

国保の適正化とかですね、レセプトの何と

かとか、もちろん大事なことだと思うんで

すけど、市民のほうが求めている期待、期

待度、こういったふうにしてほしいという

ものと必ずしも一致しない部分があるの

ではないかなと思うんですが。 

 この意識調査の結果とこの総合戦略の

結果、そごとか乖離とかいう点があるので

はないかと思うんですが、その点の問題の

把握はどのようにしておられるのか、認識

しておられるのかどうなのか、どうお考え

なのかですね、聞かせていただきたいなと

思います。 

 それから、そもそも、指標の設定の仕方、

先ほどもちょっとありましたね、指標の設

定そもそもが数値ではかれることかどう

かというようなものもあるというふうな

お話を先ほどもされていたかと思うんで

すけども、市民の意向とその設定そのもの

がマッチしているのかどうなのかという

こともあると思うんですね。 

 医療の問題をとって見ても、設定値はい

わゆる被保険者一人当たりの医療費目標

値３０万円、国保の財政収支比率目標値１

００％というのが指標の設定値でありま

す。これだけが判断基準ではないとは思い

ますけども、市民の皆さんが求めているも

のとは少し違っている、そもそもの設定値

がどうなのか。 

 もちろん、市民の皆さんはひょっとした

ら収支比率を上げてほしいと思って期待

値を高く上げておられるかもしれません。

そうすると、この設定値そのものの在り方

もやっぱりよく吟味をしていかないと、本

当に市民の意向に沿ったものになるのか、

もしくは市民が期待をしているのにやっ

ていることが違っているというようなこ

とになりはしないかと思いますので、その

点のそごがあるのか、マッチしているのか

どうなのか。 

 そもそも、今、個々の医療のことを聞い

ていますけども、たくさんの分野でこうい

った問題があると思うんですね。 

 それぞれの計画の中でそれぞれの分野

の中で、恐らく担当の部署が吟味をしてい

くんだと思うんですけども、大きな方向性

やこの結果をどうやって分析して、どうい
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う方向性で次に生かしていくのかという

ような大きな議論とか、次の計画をどうや

って立てるのかという調整とかというも

のは、今後、いつ、どのような形で出てく

るのか、また、ここの委員会のほうに出て

くるものなのか。 

 それぞれの個々の問題について行政経

営方針が案として出るときに、個々の問題、

全体の計画が出てくるわけですから、個々

の内容も含めてきちんと議論をする必要

があるのではないのかなと思うんです。 

 かなり長い時間を使って我々も議論し

なければいけない問題だと思いますけれ

ども、そういった機会というのは、今後ど

ういうふうに考えておられるのかをです

ね、聞かせていただきたいなと思います。 

○南野直司委員長 大西課長。 

○大西政策推進課長 それでは、多分３点

だったと思いますけれども、ご質問にお答

えをさせていただきます。 

 まず、このアンケートの結果について、

アンケートをした側としてどのように捉

えているのかというご質問だったと思い

ます。 

 先ほど、委員のほうからも少しございま

したけど、今回、コロナ禍でのアンケート

となっております。 

 想定をしていたとおりですけれども、一

番期待度が高かった部分というのが、やは

り医療であり健康という部分が出ており

ますので、その辺は如実なのかなと考えて

いるところです。 

 満足度の部分になりますけれども、先ほ

ども少しご説明をさせていただきました

けれども、やっぱり道路であったり、駅前

等々というのがどうしても満足度が低い

と。これはきのう、きょうに始まった話で

はなくてですね、過去からこの部分につい

ての市民からの満足度は低い状況にはな

っております。 

 これ、一朝一夕で解決する問題ではござ

いませんので、やっぱり地道な取り組みを

していかなければならないものであると

考えているところでございます。 

 先ほどの三好委員のところでも少しご

ざいましたけれども、指標と市民意識調査

の差異の部分をどう認識しているんだと

いう部分ですけれども、これは、先ほども

お話しさせていただきましたけれども、結

構なところでギャップは正直出ている部

分がございます。 

 そこの部分をどうしていくかのお話だ

とは思うんですけれども、少し先ほどもお

話しましたけれども、これはやはり、今回、

総合計画で５０の施策を中心に聞かせて

いただいていますので、事業単位の部分で

どうですかというお聞きをしておりませ

ん。 

 市民にとっては事業というのが実際に

市と関係を持つといったら変ですけども、

触れ合うものになっておりますので、施策

では、イメージはつきづらい部分になって

くるであろうなと思っております。 

 今、実際、市のほうでですけれども、事

業名を大体全部網羅すると約８６０事業

ぐらいございますので、これをやはり一括

して聞くということはなかなか難しいと

思っております。 

 ですので、今回施策ごとで聞かせていた

だいてます。 

 そうしてますと、総括は事業の指標とな

りますので、なかなかそこはそごが出てく

ると思っております。 

 もう一点なんですけれども、今回の市民

意識調査の中で、総括シートで入れており

ます指標というのをあえて例示をしてお
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りません。 

 これはなぜかと申しますと、例えば達成

値が１００％で意識調査に入れてしまい

ますとですね、どうしても人は数字に引っ

張られてしまいますので、今回の市民意識

調査は、日々の生活の中でどう感じられて

いるかを率直に感じられたままお答えを

していただきたいと思っておりますので、

そういう形をさせていただいております。 

 最後でございます。 

 この話を今後どのような場でというお

話だったと思いますけれども、今後のこの

行政経営戦略について、本日の資料３で触

れさせていただいているんですけれども、

そこの部分で健康づくりを今回例示させ

ていただいてます。 

 分野計画のところで、例えば健康せっつ

２１というのが主たる施策を進めていく

計画になってまいります。 

 そこの下に、例えば、先ほど申し上げま

したがん検診であったり、食育であったり

というのがひもづいているという形にな

っています。 

 それぞれのこの分野の計画をつくる際

になんですけれども、例えば市民との懇話

会であったり、審議会というのを経てして

いるというふうになっている部分が多岐

にわたっております。 

 今回のその行政経営戦略においては、イ

メージといったら変なんですけれども、そ

れぞれの分野計画の概要版を総合的にひ

もづけてするというのが行政経営戦略の

場になっておりますので、そこの部分の

個々という部分に関しては、考えていない

ところでございます。 

 以上でございます。 

○南野直司委員長 安藤委員。 

○安藤薫委員 意識調査についてはです

ね、やはり私は自由記述等もとってですね、

そうするほうがより市民の意向というの

ができるのではなかったかなと改めて思

っています。 

 そういう意味では、今後いろいろなあら

ゆる部分で、また、ほぼ同じ時期に個別計

画のほうでもアンケートを四つぐらいや

っておられて、自由記述等もやっておられ

るかと思いますが、自由記述等を含めてで

すね、市民意向については、今、住民懇話

会等も答弁がありましたので、それはしっ

かりと収集していただいて、反映できるよ

うな体制をとるべきだなと思いますので、

要望しておきたいと思います。 

 それから、今後、計画を立てていく上で

ですね、この今回の総合戦略のほうの指標

をあえてアンケートには載せなかったと。

まあまあ、それはそうだと思います。大き

な方向性を聞こうと思うんでね。 

 ただ、今後の行政経営戦略等を立ててい

く、こちらのほうになっていく場合には、

個々に指標というものは設けられていく

わけですね。 

 これまでの指標の中身について、具体的

に、では、この指標はどうだった、これそ

のものは意味があるのか、もしくは、これ

は方向性が違うのではないか、または、設

定そのものがおかしいよというようなこ

とが当然出てくるんだと思うんですね。 

 それは市民意識調査などの結果も含め

て、それから、それぞれの個別事業計画の

中で得た市民の意向であるとか、行政側が

こうあるべきだというものを示していく

中で設定されていくべきであって、あまり

独りよがりの設定を立ててしまうと、市民

が願っている、もしくは行政が本来全体の

中でやっていくものが個別のものに特化

していってしまいかねないという部分が
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出てくるかと思うんです。 

 この指標の設定をですね、どういうふう

に分析をして、状況を把握して分析をして、

どういった方針の下で設定しましょうと

いうことをやっていくのかですね、そこが

非常に重要ではないかなと思うんですけ

ど、その辺はもう一度お聞かせをいただけ

ないかなと思います。 

 それと、今回はこの個別計画と事業計画

の概要版、インデックス版のような形のも

のを今回はつくるんだというようなこと

だと思うんです。 

 そうしますと、やはり各個別の事業計画

であったりとか、それから各分野で市民の

声を聞いた意識調査を受けて、こういった

ものをやっていくんだというものが積み

上げ式でここに出てくると理解していい

のか。 

 それから、そういう事業計画のない部分

もありますね。例えば、後ろのほうで満足

度が軒並み低かった分野ですね。財政であ

ったりとか、人事政策であったりというよ

うなところ、もちろん計画等ありますけど

も、ない部分もあるかと思うんですね。 

 例えば、市民が元気に、市民活動が活発

なまちをということで、一定、その指針等

が出されておりますけど、こういったもの

の分野も含めてですね、どういうふうに積

み上げるのか、お聞かせいただきたい。 

○南野直司委員長 大西課長。 

○大西政策推進課長 多分、１回目で指標

のお話しが出たと思うんですけど、私のほ

うの答弁がもれておりましたので、もう一

度、答弁をさせていただきます。 

 指標の設定についてどうしていくのか

というお話だと思います。 

 先ほどからずっと出てまして、説明させ

ていただいているんですけど、今の総合計

画に記載をしている指標の項目、数字の設

定は、ゼロベースで見直していかないとい

けないと考えているところです。 

 その際に、注視していきたいのはですね、

今までは、どちらかというと、成果を意識

してはいるんですけども、活動という形に

なってましたので、そこの部分に関しては

成果を重視したような形に、１００％はで

きないと思ってますけれども、極力そうし

ていきたいと思ってます。 

 委員からもご指摘があったように、行政

が独りよがりにはならないような形には

していきたいと思っておりますので、そこ

に関しては、今回、市民意識調査をさせて

いただいてます。 

 傾向というのはここからやっぱり見え

てくるものにはなっておりますので、こち

らももちろんフィックスさせながら、指標

は設定をしていきたいと思ってます。 

 細かい指標につきましては、事業単位の

指標と施策単位の指標というのは、これか

ら分けていきたいと思っているところで

す。 

 委員からも少しございましたけれども、

今回の行政経営戦略というものに関しま

しては、この施策としての指標という形で、

大きなくくりの指標と思っているところ

です。 

 本日お示しさせていただいております

健康づくりのところでございますと、例え

ば平均寿命であったり、健康寿命の指標の

みを載せさせていただいて、今回でいうと

５番のところに健康せっつ２１の政策体

系が載せておりますので、例えばがん検診

であったり、食育であったり、それぞれに

がん検診ではがん検診推進事業とか、食育

推進事業とか、それぞれの事業がついてま

す。 
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 ここの一つ一つに、事業ではかれるよう

な形を進捗管理の中でやっていきたいと

考えているところでございます。 

 分野計画のお話がございました。行政経

営戦略の⑤番の部分、本日お示しをしてい

る⑤番の部分に具体的なものが入ってく

るのかというお話しだったと思うんです

けれども、今、考えておりますのは、分野

別計画が各課で策定をされております、そ

の策定に至るまで、先ほども答弁しました

けれども、意識調査であったり、懇話会で

あったり、審議会などを経てつくられてお

ります、そこの部分に寄せられているご意

見とかが集合体となって各分野の計画が

できていると考えておりますので、尊重し

たいと思っております。そちらの施策体系

を行政経営戦略には載せます。 

 進捗管理で事業を追っていく。事業を追

うことによって施策が動いている。施策が

動くことによって政策が動き、政策が動く

ことによってまちづくりの目標に向かっ

て進んでいるという形に持っていきたい

と思っているところでございます。 

 もう一点、分野計画がない分に関しては

どうしていくんだというお話があったと

思いますけれども、今の現総合計画につき

ましては、施策、まちづくりの目標が七つ

ございます。政策で１４個の政策を掲げて

おります。その下に５０の施策というふう

な形になっております。 

 今回、冒頭でご説明をさせていただきま

したけれども、基本的には、今の現総合計

画を踏襲していきたいと思っております

ので、このまちづくりの目標七つと政策の

１４個は変えないつもりでいています。 

 残りのぶら下がっています全５０施策

につきましては、基本的には変えるつもり

はございませんけれども、３０ぐらいにバ

ンドリングをしていきたいと思っており

ます。 

 例えばですね、今の施策で申し上げます

と、高齢者が自立するとか、社会でとかい

うので、高齢者だけで三つぐらいございま

す。実際、その高齢者の方の計画といいま

すとかがやきプランがメインになってま

いります。 

 かがやきプランとリンクさせるために、

例えば高齢者支援というリードがあって、

それについてどうしていくのかといえば、

かがやきプランで具体的に進めていく立

てつけにしていきたいと思っております。 

 ただ、それでもですね、多分もれてくる

ものというのが、検討している中では出て

くると思っております。 

 それに関しては、やはり行政経営戦略の

中で施策体系をあえてつくって、進捗管理

のところでしていく形を想定しておりま

す。 

 以上でございます。 

○南野直司委員長 安藤委員。 

○安藤薫委員 最後ですが、今後の計画を

立てていく上でですね、今、個々の個別の

分野計画であるとか考えを尊重していき

たいというようなことになっています。当

然、そうだと思います。 

 そうした中でですね、例えば各分野でや

るべきこと、課題というのは、日々、市民

の方々と対峙しながらお仕事をされてい

る、もしくは国や大阪府の政策が出てきて

いる中で、いろんな矛盾とかいうのも出て

くる中で、働いている現場からこうあるべ

きだというものが恐らくいろんな意見と

いうのを当然出てしかるべきだと思うん

ですね。 

 それをきちんと部署の中で話し合って

もらって、事業計画に含めたり、施策の中
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に含めたり、方向性を決めてもらう。議論

がきちんと保障されるべきだと思います

が、得てしてですね、やはり最終的に政策

決定するのは、財政上、なかなか難しいと

いうのは当然あると思うんです。 

 それは毎年の予算編成では各部署の予

算査定等でせめぎ合いが起きていて、これ

は仕方のないことではあるとは思います。

これはやはり政策上の優先順位の問題が

出てくるかと思いますけども。 

 しかし、ここの計画の中にはやはりそう

いった、どうせ、これは予算上難しいなと

かですね、しんどいなとか、ちょっとこれ

は通らないなというものは載せないで、あ

えていけるようなものだけ入れて、達成率

をよくしていこうとかいうような雰囲気

が出てこないような計画策定をやるべき

ではないかなと思うんです。 

 その点はちょっとお聞きしておきたい

なというふうに思います。 

○南野直司委員長 大西課長。 

○大西政策推進課長 今、委員のほうから

もご指摘がございましたように、こちらの

ほうで意図的というか、恣意的に、そこに

載せる項目を変えるというつもりはござ

いません。 

 分野別計画と基本的にはイコールにし

ようと思っておりますので、例えば分野別

計画に五つの項目がありました、そのうち

の三つが達成できるだろうという青写真

を描いて、その三つのみを行政経営戦略に

掲げるというものではございません。 

 先ほどお示ししております資料の中の、

例えば健康せっつ２１の体系がございま

すので、そのまま行政経営戦略に落とし込

もうと思ってます。 

 施策の下に事業がぶら下がっています。

その事業に予算がひもづいておりますの

で、そこの部分で、先ほど、副市長からの

ご答弁でもございましたけれども、配分は

やっぱりあります、けれども、それぞれの

担当課としては、単純にお金を財政課のほ

うから配分してもらうということだけで

はなくてですね、どのようにすればお金が

引っ張ってこれるかというのもやっぱり

考えてはいかねければいけない、各担当課

それぞれでと思っておりますので、そうい

うのも含めて、やっぱり主体的に事業をさ

れるところがこの事業を実現するために

どうしていくべきかを考えていく仕掛け

はつくっていきたいと思っております。 

 以上でございます。 

○南野直司委員長 安藤委員。 

○安藤薫委員 長くなってしまいました

が、最後、意見として言いたいと思います

が、今、答弁もありましたように、やはり

個別、直接、市民の皆さんにサービスを提

供したり、市民の相談を受けたり、また、

事業を提供しているのはやはり現場であ

りますから、そういった現場の声をしっか

りとまずは反映するような計画にすべき

だなと。積み上げ式の計画が非常に大事で

あって、それを達成するという努力は当然

進めていただく必要はありますけども、で

きないからといって、それが数値だけで評

価されるということはやはりおかしいな

と思いますし、逆に数値ではかれるものし

かＫＰＩに出さない、ＫＰＩのそもそもの

考え方が数値でということですので非常

に疑問ではあるんですけども、こういう方

向性という数値ではかれないもの、なかな

か、成果は数字には表れにくいけれども、

内容で変わってきているような。例えばい

じめの問題であるとか、不登校の問題であ

るとかいうような問題も当然数値として

は表れにくいものではありますけども、し
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かし、内容としてはこういった中身で進ん

でいるんだということが分かるようなも

のをやっぱり考えていただきたいなとい

うのが一つ。 

 もう一点は、やはり摂津市全体として摂

津市としての行政の在り方というのをど

う考えていくのかというのをきちんと示

していく必要があると思います。 

 基本構想の七つの分野を見ればですね、

当てはまるとは思いますけれども、しかし、

その中身がどんどん計画が下に降りてき

て細分化されていくことになりますと、大

事なことではありますが、得てして、この

間、効率化、人員削減であったりですね、

行革という部分が強調されてきました。そ

れが今の財政調整基金で温存されている

と副市長はおっしゃるかもしれませんが。 

 現状、今後の行政の在り方、最初に申し

上げましたように、アフターコロナ、それ

からＳＤＧｓって、今、国連等で世界に呼

びかけられ、日本の社会の中でも呼びかけ

られているような、取り残さないというよ

うな観点は、まさに我々地方自治体が担う

べき分野であって、そういった方向をきち

んと示していくと。 

 その下で個別の事業部署であるとか、各

分野がそういった精神の下で計画を立て

ていくというものにしていくとですね、市

民が分かりやすく、また、市民に寄り添っ

た行政経営方針になるのではないかなと

思います。 

 これは意見として申し上げておきます

が、もし、答弁ありましたらよろしくお願

いします。 

○南野直司委員長 副市長。 

○奥村副市長 それぞれご意見をいただ

きまして、ありがとうございます。 

 一つ、これだけは理解していただきたい

のは、今までそうかも分かりませんが、い

わゆる予算・決算の数値的な効率性、これ

は我々が求めているのではなしに、もちろ

んこれは大事なことだと思ってます。我々、

この行政のいわゆる経営システム、これに

ついてはどう考えているかということを

私の考え方を述べたいと思っています。 

 一つは行政運営の質の向上、これはやは

り我々は目指していかなければならない

と思っています。もちろん、市民の方のい

わゆる要望、あるいは要求に対してどう応

えていくか、これは基本ベースでなければ

ならないと思っておりますけれども、それ

を提供するのはやはり職員でございます。 

 その職員がやはり使命感を持って、それ

から、あるべき姿の要は追求というんです

か、そういうようなことをもって、それぞ

れ職員も満足するような仕事の在り方、こ

れが根底になければこの行政経営という

のは失敗するであろうと我々は思ってお

ります。 

 いかに、要は少ない財源の中でこれを達

成していくか、これはやはり進捗管理の中

でＰＤＣＡサイクル、これをやはり回しな

がら、時間がかかろうとも、これを要は全

部達成するような意気込みで何年かかろ

うともやっていきたいと考えております。 

 以上です。 

○南野直司委員長 次に、楢村委員。 

○楢村一臣委員 大体、お二方の質問の内

容で中身についてはある程度理解したと

ころあるんですけれども、確認の意味も含

めて、幾つかお聞きしたいんですけども。 

 意識調査の部分については質問された

ので省略させていただきたいと思います

けども、基本計画から行政経営戦略基本計

画へのイメージのところでですね、資料３

－２のほうで進捗管理の考え方について
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というところで、ホームページでの公表と

いうことで、まちづくりの目標１から７ま

でということで、クリックすれば進捗管理

計画等を閲覧できる仕組みとするという

ところで見ていけるんだろうと思うんで

すけども。 

 今度新たに令和３年度から行政経営戦

略の基本計画と実施計画を進めていかれ

るというふうに思うんですが、まず、行政

経営戦略の基本計画でこういった形に変

えていくというところには別に特に異論

はないんですけども、新たに計画の部分が

つくられるというふうに、恐らく冊子でつ

くられると思うんですけども、その分の中

身のまずボリュームについてですね、現計

画と新たにつくられる計画との中で、これ

から施策の部分を５０から３０ほどにす

るに当たって、いろいろこれから中身を含

めて進められると思うんですけど、まず、

そのボリューム的にどういうものである

のかということを聞きたいのと、市民がホ

ームページで見て追っていけるものと基

本計画の冊子で見たものがですね、違う部

分というか、ホームページで追っていける

ものはこれだけ見られる、ここまでしか見

られない、基本計画ではここまで見られる

とかっていう形で違いがあるものってい

うところがあるのかないのかっていうこ

とをお聞きしたいと思っています。 

 それとですね、スケジュール的な話なん

ですけど、７月の本特別委員会の中でです

ね、資料１で令和２年度のスケジュールの

ことがありました、その中で行政経営方針

と策定委員会、三役と部長でされている委

員会があって、次に第３回でスケジュール

についてで施策の統合等に関わる各部・各

課間の調整についてというものがあると

思います。 

 その中でですね、今までずっと話が出て

いた、施策を５０から３０ほどにする内容

も含めて調整されていくのだと思うんで

すけども、今回新たに、資料の３－１であ

ったように、こういった中身について進め

ていく上でですね、要は年度末にパブコメ

があると思うんですけども、恐らく１月ぐ

らいに予定されている特別委員会はパブ

コメ案の部分を出してくると思うんです

よね、要は、スケジュールでいったら、今

も施策を３０にする調整は恐らく行われ

ているとは思うんですけども、やはりスケ

ジュール的にはちょっとタイトな部分も

あって、その辺のところについてどうなる

かっていうことをお聞きしたいのと、あと、

これもスケジュール的なことでの話なん

ですけど、外部組織との懇談会があってで

すね、８月に第１回があって、社会状況の

変化を踏まえた本市の地方創生の課題に

ついてというところで外部組織との懇談

会の予定が組まれているんですけども、恐

らく、これ、終わっていると思うんですよ

ね、予定でいけば。 

 その中身も踏まえてですね、内容のこと

とかも踏まえてお聞きしたいなと思って

ます。 

 まあ、本日の内容については、質問の中

である程度は理解できたので、スケジュー

ル感についてお聞きしたいと思います。 

○南野直司委員長 大西課長。 

○大西政策推進課長 それでは、何点かご

質問をいただいておりますので、お答えを

させていただきます。 

 まず、１点目でございます。 

 行政経営戦略について、冊子としてのボ

リューム感、どの程度のものかというご質

問だったと思います。 

 今、想定しておりますのは、今の冊子の
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３分の２程度にサイズダウンをしたいと

思っております。 

 それ、どういうふうに行うのかは、先ほ

どお話ししました、施策を５０から３０に

する、これも一つです。 

 その基本計画の前に基本構想があって、

その前に社会潮流というのが一応載せて

いるという形になっております。 

 今回、ここの社会潮流についてもコンパ

クトにしていきたいと思っておりますの

で、今の総合計画のボリューム感の３分の

２ぐらいの冊子にしていきたいと思って

いるところでございます。 

 施策の展開の違いがあるのかというと

ころだったと思いますけれども、これはホ

ームページで公開する部分と行政経営戦

略に載ってくる部分にそごはないように、

今、調整をさせていただいているところで

ございます。 

 スケジュールのタイトな部分というと

ころのご指摘がございましたけれども、こ

れは検討作業を含めて、今、実際我々やっ

ておりまして、正直に申し上げますと、タ

イトです。しかし、やはり目標として掲げ

させてはいただきたいと思っているとこ

ろです。 

 やっぱりそれに向かって、今、鋭意進め

ているところですので、何とかそれでいき

たいと思っているところでございます。 

 外部組織のご質問がございました。８月

から実際に行っております。今回、前回の

ときにも答弁をさせていただきましたけ

れども、こういうコロナ禍というところも

ございますので、個別のインタビューとい

う形でやらせていただいております。 

 今、１回目は全て終わっております。こ

れについては２回目もございまして、１回

目、インタビューを対話形式でやらせてい

ただきますので、それを文字にお越して、

見ていただいて、これはあくまで１対１で

すので、それを最後、いろんな分野から集

まった方の分のインタビューをそれぞれ

の専門分野の方に見ていただく３回目を

考えているというところです。 

 この扱いですけれども、それぞれ分野を

今回テーマにしておりますので、分野の前

のページにそれぞれの専門家のインタビ

ューを掲載していきたいと考えていると

ころでございます。 

 以上でございます。 

○南野直司委員長 楢村委員。 

○楢村一臣委員 ありがとうございます。 

 ボリュームについては、３分の２ぐらい

になるということで、やっぱりどれだけ必

要な部分があってそこまでかというとこ

ろの判断で削る、削らへんということにな

るんですけども、必ずしもコンパクトにし

てということを言っているわけではなく

て、やっぱり伝えるべきところの部分は伝

えなあかんと思いますし、この写真とかそ

ういうところの部分とかを入れて見やす

くするっていうことはいいことだとは思

いますけども、でも、本来入れるべきとこ

ろを、そういうところを入れるために削り

落とすとか、そういうことのないようには

していただきたいと思ってます。 

 ホームページとの関連性については、や

はり我々が冊子で見られるということの

部分については、なかなかその計画を持っ

ている人ということは少ないわけですか

ら、やっぱりなかなか情報コーナーに行っ

てしか見られないとか、そういうこととか

っていうのは極力ないようにっていうこ

とはお願いしたいので、できるだけ、その

計画にあるものについては、市民も同じよ

うな形で追えるっていうことはやってい
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ただきたいなと思います。 

 あと、スケジュール感については、先ほ

ども言いましたように、結構タイトな流れ

なんではないかなということがあってで

すね、ただ、時間が決まっているから、そ

こまでに合わせて、次回の特別委員会で基

本計画の案を出すっていうのはよくない

と思ってますので、やっぱりパブコメが先

にあるからということのないようにはや

っぱり努めていただきたいと思いますし、

各職員がやっぱりしっかりしていくとい

うことが、すごく大事だと思いますので、

この点についてもよく吟味されて、お願い

したいなと思ってます。 

 外部組織の内容については理解しまし

た。 

 以上です。 

○南野直司委員長 森西委員。 

○森西正委員 本日頂いている資料につ

いての基本的な考えをお聞きしたいと思

うんですけれども。 

 まず、この市民意識の調査の報告書です

けれども、この報告書をまとめられて、こ

の部分を、また、市の立場から見ての、例

えば施策の統括で、施策の課題ということ

で記載はありますけれども、これは市の立

場でもって、職員の立場でもって、担当課

の立場でもって、それはこうですよという

形で今、記載をされているものなのか、こ

この中身は、例えばこの市民意識調査の報

告書の結果が出たことも踏まえてここの

ところに記載をされているものなのかを

お聞きしたいと思います。 

 それと、考えですけれども、この令和２

年度と平成２７年に実施した市民意識調

査の結果に対しての満足度と期待度とい

うのが数字で出ていて、点でもって示され

ていて、矢印でもってどっちの方向に振ら

れているかというのが出ていますよね。 

 それは、市としては期待度と満足度の両

方が高いほうがいいという認識なのか、い

や、そうではないんだと、それは一つ一つ

の施策によっては、例えば左下の期待度・

満足度のほうが低くても、そこは担当とし

ては問題はないんだというか、というよう

な考えなのかですね、、別にそこは問題で

はないんだというような考えなのかです

ね、その点をお聞きしたいと思います。 

 それと、この今回の分が一番上位に、摂

津市の計画としては上位に来るわけであ

りますから、上位計画があって、それと資

料３－２のほうにも示されていますが、ホ

ームページで市民の皆さんにお示しをす

るということでありますが、その上位計画

があって、その次に下位計画があって、ま

た、そこは担当のほうで、各課のほうで

様々な計画があるわけですよね、それが、

一番の上位計画があって、その次には枝と

して次の計画があると、また、その計画の

下にはその下にあるというのがですね、こ

こに記載をされていますけれども、ホーム

ページの例えば公表とかいうところは、一

遍に計画として示されるのかですね、図と

して、例えばその上位計画があって、次に

下位計画があって、また、その下にはこう

いう計画になってますよということで進

められていくのかですね、我々もそうです

けども、その上位計画、下位計画というの

がなかなか分かりづらいところがありま

すので、その点をどういうふうに考えられ

るのか、お聞きをしたいと思います。 

○南野直司委員長 大西課長。 

○大西政策推進課長 そうしますと、３点

ご質問をいただきましたので、お答えをさ

せていただきます。 

 まず、総合計画の総括の部分の指標部分
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を含めて、今後の方向性と課題になってい

るのかというご質問だったと思われます。 

 こちらにつきましてはですね、まず、つ

くり方の話だけ少し申し上げさせていた

だきますと、まず、この市民意識調査をや

る前に、それぞれ担当部署がそれぞれの課

題、方向性というのも一旦つくっておりま

す。それをつくった下で、この市民意識調

査の結果を見ていただいて、さらにブラッ

シュアップをしているつくり方をさせて

いただいて、今回この場にご提示をさせて

いただいております。 

 ２点目でございます。 

 指標の期待度と満足度の考え方、どっち

に振れていくのが、一番、市としていいの

かというお話だったと思われます。 

 一義的に申し上げますと、満足度が高く

て期待度も高いというのがもちろん一番

いいので、ここを目指していくというのは

あるべきだとは考えております。 

 ただ、人も財源も限られてきております

ので、その配分というのは大事になってく

ると思っておりますので、そこはそれぞれ

の事業を進める上において、事業の優先度

も含めて、期待度が高い部分で満足度が高

いのを目指していくのか、期待度は低いか

ら、現況維持、そういう取捨選択というの

は今後出てきてしかるべきものだろうと

考えております。 

 最後でございます。 

 資料の３について、ホームページの部分

の公表について、上位と下位の部分でどう

いう形でやっていくのかということでご

ざいますけれども、上位の計画は上位の計

画として行政経営戦略をつくってまいり

ます。こちらの分に関しては、ホームペー

ジで公表してまいります。 

 その部分の下にですね、今回のそのホー

ムページの公表のサンプルを付けさせて

いただいているんですけれども、その中に

まちづくりの目標の七つがございます、そ

の七つを行っていく上にはこういう計画

があるんですよという形を、絵姿でまずつ

けてます。 

 実際のホームページ上には説明文は入

れさせていただこうと思っておりますの

で、公表はしていきたいと考えております。 

 以上でございます。 

○南野直司委員長 森西委員。 

○森西正委員 具体的な話で進めたいと

思います。 

 例えば１６３の施策の５－２－２のと

ころで、学力のところでですね、全国の学

力学習状況調査で、勉強がよく分かる、よ

く分かる、どちらかといえば分かるの合計、

回答していると児童生徒の割合というと

ころで、この平成３０年度から全国学力・

学習状況調査の項目から削除というとこ

ろになってますよね。そういうところは今

回の部分に関しては記載をしないという

方向でいくのか、いや、でも、前のところ

には記載があったから、そこのところは載

せて、こういうことがあって、次以降には、

例えば削除していくというような考えを

持たれているのかですね、ほかでもたくさ

んあるかも分かりませんけれども、そこの

ところが、前回の中で、現状の中で整合が

とれてないところをどういうふうに考え

ていくのかですね、お聞かせをいただきた

いと思います。 

○南野直司委員長 大西課長。 

○大西政策推進課長 数値の考え方と今

後どういう形で次の計画で整合性をとっ

ていくのかというご質問だったと思いま

すけれども、今、委員のほうから少し例示

をしていただきましたけれども、１６３ペ
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ージのところで、これは全国でやめている

ので削除をしておりますので、ここの部分

の項目に関しては継承はしないと考えて

おります。 

 大きな計画になっておりますので、ここ

に載せる項目は、先ほどからもずっと申し

上げておるんですけれども、大きい施策の

単位のくくりとしての指標というのを新

たに設けていくべきだと考えております。 

 進捗管理のところで、例えばここでした

ら、所管の教育委員会とはまだ何の調整も

しておりませんから、あくまでサンプルの

例としてお聞きいただきたいんですけれ

ども、例えば、国語の点数がどれだけ上が

りましたかとかというのは、例えば国語の

学力を上げるための授業というのを行っ

ておりますので、そこをはかるものとして、

事業の進捗管理として見ていくべきもの

と考えているところでございます。 

 以上でございます。 

○南野直司委員長 森西委員。 

○森西正委員 多岐にわたりますから、

個々でそういうことであればたくさんあ

るんですけども、全体を見ますと、やっぱ

りこれが全計画の何よりも一番上に来ま

すので、これによってこの摂津市をどうい

うふうに動かしていくのか、どういうふう

に考えていくのかということの計画であ

りますから、もう一度ですね、例えば、こ

れから変更等が生じてきたりとか、そうい

う部分、これから最終的につくるまでの間

で議会とこの短い期間の間でも変化が生

じてくるかも分かりませんので、そういう

部分というのをもう一遍、例えば鳥飼のま

ちづくりとか、そういう部分も載せていっ

たりとか、例えば防災的な部分とか、この

中で変化が生じてくる部分というのをこ

ういう中で載せていくのかですね、その点

だけをお聞きしたいと思います。 

○南野直司委員長 大西課長。 

○大西政策推進課長 お答えをさせてい

ただきます。 

 今、委員のほうから例示ございました、

例えば鳥飼地域のグランドデザインの部

分で申し上げさせていただきます。 

 鳥飼地域のグランドデザイン、この行政

経営戦略の上でどういう形で位置づけを

していくのかというと、現在、考えており

ますのは、本日お示しをしております、３

－１の資料④のところが今でしたら健康

せっつ２１載っておりますけれども、こち

らに鳥飼地域のグランドデザインとして

上がってくるものとイメージをしており

ます。 

 ここの①のところに、まだ全然確定はし

ておりませんけれども、基盤整備とかまち

づくりという項目が上がって、その分野別

計画として鳥飼地域のグランドデザイン

というイメージをしております。 

 その鳥飼地域のグランドデザインの中

で大きい項目としてどういうことをして

いくんだというのが、ここの⑤に出てくる

と想定しているところでございます。 

 以上でございます。 

○南野直司委員長 いいですか。 

森西委員。 

○森西正委員 はい。 

○南野直司委員長 そしたら、次に光好副

委員長。 

○光好博幸委員 いろいろと質問出まし

たので、私のほうからは、質問というより、

意見として捉えていただきたいと思いま

す。 

 まず、この資料２ですね、第４次摂津市

総合計画基本計画、また、摂津市まち・ひ

と・しごと創生総合戦略の総括ということ
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で、非常に分厚い資料というか、労力がか

かったのではないかと思います。ありがと

うございます。 

 また、今、先ほども触れてましたけど、

そのイメージで、資料３－１ですかね、非

常に見やすくなったのではないかなと思

いますし、改めて感心しました。 

 また、内容を確認しますと、やっぱり施

策の総括で、施策の課題、あるいは今後の

方向性ということで、前回の本委員会のと

きにも触れさせてもらいましたけど、やっ

ぱり若干、各課によってばらつきが少し見

られるというところが気にはなりました

けれども、各課、よい棚卸しになったので

はないかなと思いますし、やっぱりこれか

らこの課題と方向性というのは、いかにし

て行政経営戦略ですか、に落とし込んでい

くかというところがやっぱりポイントに

なるとは思いますので、ぜひよろしくお願

いします。 

 また、最後のまとめのところですね、ご

説明ありましたけれども、指標のところ、

目標が、私ちょっと気になったのは、やっ

ぱり目標が進捗しなかったというところ

が８３項目、４４．４％ということで、や

っぱり、これは多いなと思ったのと、また、

改めて目標達成できなかったものの進捗

したというところで、進捗したんですけど、

やっぱり達成してないということですの

で、これを足すと７３．８％になるんです

ね。これはやっぱりちょっと掲げた目標に

対してこれだけできてないというふうに

もとれますので、こういったところもちょ

っと気になりました。 

 これは、先ほどから答弁がありましたよ

うに、その指標のつけ方そのものに問題が

あったというか、そういった要因が高かっ

たかと思いますけども、やっぱり気になる

のが進捗しなった指標ですね。いかにして

この施策とか、あるいは事業に落とし込ん

でいくか、あるいは見える化していくかと

いうことが重要になってくると思います

ので、ぜひ、所管課の方とこれからも協議

しながらですね、しっかりと見える化とい

いますか、落とし込んでいっていただけた

らなと思いますし、先ほど来からありまし

たように、進捗管理ですね、これから公表

していくということですので、そちらのほ

うもしっかりと進捗管理できるように努

力ながらやっていただければなと思いま

す。 

 私からは以上です。 

○南野直司委員長 ほか、大丈夫ですか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○南野直司委員長 それでは、本委員会を

閉会したいと思います。 

（午前１１時５１分 閉会） 
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